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１-１ 

第１章 総   則 

第１節 本書の位置付け 

鈴鹿市清掃センターは，平成 15年 12月に竣工し，供用開始から約 11年が経過したことで，経

年劣化が見られる設備も存在し，施設全体の老朽化が進行している。今後とも市の責務である廃

棄物処理を円滑に推進するためには、新たな焼却施設の建設、又は本施設の基幹的設備の改修に

よる延命化を行う必要がある。 

このような状況の中，鈴鹿市（以下「市」という。）ではストックマネジメントの考えを導入し，

施設の基幹的設備改良工事を行うとともに，計画的かつ効率的な維持管理や運営を行うことによ

り施設の大幅な延命化を行う「鈴鹿市清掃センター改修対策事業」（以下「本事業」という。）を

実施するものとした。あわせて，本事業では，環境省の循環型社会形成推進交付金等を活用し基

幹的設備改良工事を行うことで，二酸化炭素排出量を削減し，もって環境への負荷軽減を図るこ

とを目的としている。 

本要求水準書は，本事業の管理運営業務（以下「本業務」という。）について，鈴鹿市清掃セン

ター及び小動物焼却施設の基本性能を発揮させるとともに，その安全性を確保し，効率的な管理

運営を実施するために，市が管理運営事業者（以下「事業者」という。）に対して要求する基本的

内容について定めるものである。また，事業者は，本業務を実施するにあたり，鈴鹿市が定める

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の方針を満足するよう努めなければならない。 

なお，管理運営にあたっては，本要求水準書を上回って行うことを妨げるものでなく，明記さ

れていない事項であっても，施設を管理運営するために当然必要と思われるものについては，全

て事業者の責任において補足・完備させなければならない。 
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第２節 基本方針 

１． 基本方針 

事業者は本業務について，以下の基本方針を遵守すること。 

・適切な維持管理により施設の基本性能（第４節 ８．参照）を発揮させ，適切に廃棄物の

処理を行うこと。 

・環境への負荷軽減を考慮すること。 

・施設の安全性を確保し，安定的に稼動させること。 
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第３節 業務概要 

１． 委託名 

鈴鹿市清掃センター管理運営委託 

 

 

２． 履行場所 

鈴鹿市御薗町 3688 番地外 

 

 

３． 業務内容 

本業務は，鈴鹿市清掃センター及び小動物焼却施設等の管理運営に関する業務の引継ぎ，受

付管理業務，運転管理業務，維持管理業務，環境管理業務，情報管理業務，関連業務である。 

 

 

４． 業務範囲 

本業務の業務範囲は別紙１を参照のこと。 

 

 

５． 業務期間 

管理運営期間：平成 29 年 4 月 1 日から平成 46 年 3 月 31 日まで 

  

なお，下記の期間に区分される。 

    管理運営準備期間中：平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで 

    設計建設期間中  ：平成 29 年 4 月 1 日から平成 33 年 3 月 31 日まで 

    設計建設期間後  ：平成 33 年 4 月 1 日から平成 46 年 3 月 31 日まで 

 

 平成 28 年度 
平成 29 年度 

  ～平成 32 年度 

平成 33 年度 

     ～平成 45 年度 

設計期間  
  

建設期間  
 

 

管理運営期間 
※平成 28 年度は 

管理運営準備期間 
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第４節 対象施設・対象廃棄物 

１． 対象施設 

本業務における対象施設（以下「本施設」という。）は以下のとおりである。 

 

１） 鈴鹿市清掃センター 

（1） 工場棟 

（2） 計量棟 

（3） 資源ごみ回収所 

（4） 洗車場 

（5） 倉庫・油庫 

（6） 調整池，植栽（法面含む），外構，駐車場 

（7） その他施設 

２） 小動物焼却施設（敷地外） 

 

２． 本施設の概要 

本施設の概要は以下のとおりである。 

表 １-１ 清掃センターの概要 

建設年度 
着 工 平成 12年 6月 

竣 工 平成 15年 12月 

敷 地 面 積  45,967.06ｍ2 

延 床 面 積  11,487.93ｍ2 

総事業費 
設計施工業者 

118 億 6,288万 6千円 
JFE エンジニアリング㈱ 

処 理 方 式  全連続燃焼式ストーカ炉 

処 理 工 程  
閲覧用参考資料内の「鈴鹿市清掃センター改修対策事業 更新対象範囲図」
に示す。 

公 害 防 止 基 準 （第 4節 6公害防止基準 参照） 

 施設管理基準値 備考（関連法令基準） 

ばいじん量 0.02g/m3N以下 0.08 g/m3N以下 

硫黄酸化物 50ppm以下 K値 14.5以下 

塩化水素 50ppm以下 700mg/m3N（430ppm）以下 

窒素酸化物 70ppm以下 250ppm 以下 

ダイオキシン類 0.1ng-TEQ/m3N以下 1ng-TEQ/m3N以下 

その他   

設 備 概 要 

設備名 方式 基数 

1. 受入供給設備 計 量 機 

ご み 投 入 扉 

ダンピングボックス 

ご み ピ ッ ト 

 

ご み ク レ ー ン  

ロードセル式（最大秤量 30ｔ） 

観音開き式(中折れ式） 

ダンプ式 1基，吊り下げ式 2基 

No.1ごみピット 1,500ｍ3 

No.2ごみピット 2,000ｍ3 

グラブバケット式天井走行クレーン 

2基 

6基 

3基 

2基 

 

2基 

2. 燃焼設備 焼 却 炉 連続燃焼ストーカ炉（90ｔ/日） 3基 
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3. 燃焼ガス冷却設備 ボ イ ラ 

脱 気 器 

タービン排気復水器 

単胴自然循環式 

蒸気過熱スプレー式 

強制空冷式 

3基 

1基 

1基 

4. 排ガス処理設備 減 温 塔 

ろ 過 式 集 じ ん 器 

有害ガス除去装置 

窒素酸化物除去装置 

水噴射式 

バグフィルタ式 

乾式 

無触媒，触媒脱硝方式の併用 

3基 

3基 

3基 

3基 

5. 余熱利用設備 蒸 気 タ ー ビ ン 

発 電 機 

多段衝動復水タービン 

三相交流同期発電機（3,000ｋW） 

1基 

1基 

6. 通風設備 押 込 送 風 機 

二 次 送 風 機 

ガ ス 混 合 送 風 機 

誘 引 通 風 機 

煙 突 

片吸込ターボ形 

片吸込ターボ形 

片吸込ターボ形 

片吸込ターボ形 

外筒 鉄筋コンクリート造，内筒 鋼製（59ｍ） 

3基 

3基 

3基 

3基 

1基 

7. 灰出し設備 灰 押 出 機 

主灰出しコンベヤ 

灰 ク レ ー ン 

主 灰 ク レ ー ン 

プッシャ式 

スクレーパコンベヤ 

グラブバケット天井走行クレーン 

グラブバケット天井走行クレーン 

2基 

5基 

1基 

1基 

8. 排水処理設備 ご み 汚 水 処 理 

プラント排水処理 

炉内噴霧式 

生物処理＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭ろ過

＋膜分離 

2基 

1基 

9. 電気設備 受 電 方 式 

非 常 用 発 電 機 

6.6ｋV×60Hz 

ディーゼル発電機（500ｋW) 

1回線 

1基 

10. 資源ごみ回収所 ス ト ッ ク ヤ ー ド 

パ レ ッ ト 置 場 

16.6m×3m 

8m×4m 

1箇所 

1箇所 
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表 １-２ 小動物焼却施設の概要 

施設名称 鈴鹿市小動物焼却施設 

所在地 三重県鈴鹿市八野町地内 

面積 管理面積：1,077.89 m2 

建築面積：109.26 m2 

炉形式（処理能力） ダステール 900型×1炉（59 kg/h） 

ダステール 695型×1炉（40 kg/h） 

処理時間 8h/日 

建設年月日 竣工：平成 19年 2月 

納入会社 サントイ株式会社 

規制 用途地域規制及び防火指定区域 無し 

設 備 概 要 

室内 炉 室 74.37 m2 

 監視室 11.24 m2 

 便 所 3.96 m2 

 倉 庫 4.30 m2 

 油 庫 4.32 m2 

ユ ー テ ィ

リティー 

電気 低圧電灯 1φ3w 200/100V 

低圧動力 3φ3w 200V 

 用水 雨水再利用 

設備 焼却炉 送風機 

バーナ 

燃焼管理計器類 

エゼクター 

公害防止基準 第 4節 6公害防止基準 参照 
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３． 施設配置 

本施設の施設配置図は以下のとおりである。 

 

１） 鈴鹿市清掃センターの施設配置図 

図 １-１ 鈴鹿市清掃センター 施設配置図  
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２） 小動物焼却施設の施設配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １-２ 小動物焼却施設 施設配置図 
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４． 処理工程 

本施設における処理工程を，閲覧用参考資料内の「鈴鹿市清掃センター改修対策事業 更新

対象範囲図」に示す。なお，小動物焼却施設の処理フローは以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １-３ 小動物焼却施設 処理フロー 

 

 

５． 設備仕様 

本施設の設備仕様を「鈴鹿市清掃センター改修対策事業 要求水準書（設計・建設編）p1-5」

に示す。なお，小動物焼却炉の設備仕様は以下のとおりである。 

表 １-３ 小動物焼却炉の設備仕様 

 仕 様 

機械構成 

焼却炉本体 900 型・695 型 各１炉 

焼却管理計器類 燃焼再燃室温度監視連続記録 

集中制御盤 1φ2W 100V 集中収納 

温度表示器 デジタル表示 文字高さ 150mm 

非常停止ボタン 盤，炉本体，建屋に各１個設置 

燃料タンク 白灯油 199L ﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞ縦型 

焼却炉本体 

焼却炉 59 kg/h  １基  火床面積 1.17ｍ3 

焼却炉 40 kg/h  １基  火床面積 0.81ｍ3 

燃料 最大 39.3 L/ｈ，27.0 L/ｈ 

主燃焼バーナー 主燃焼 12～27 L/H ，補助 12.3 L/H 

再燃焼バーナー 燃焼 6～12.3 L/H 

火床部 台車式 

 全面火格子を設置 

火床部高さ 火格子面から 45ｃｍ 

引出しレール 床面に埋込み式 

煙突 環境測定座を設置 

  

一
次
燃
焼
室 

二
次
燃
焼
室 

煙
道 

台
車 

排ガス 
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６． 公害防止基準 

本施設の公害防止基準は以下のとおりである。 

 

１） 排出ガス基準値 

（1） 鈴鹿市清掃センター 

① ばいじん量 ：0.02g/m3N 以下（乾きガス，O2 12%換算) 

② 硫黄酸化物 ：50ppm 以下（乾きガス，O2 12%換算) 

③ 塩化水素 ：50ppm 以下（乾きガス，O2 12%換算) 

④ 窒素酸化物 ：70ppm 以下（乾きガス，O2 12%換算) 

⑤ ダイオキシン類 ：0.1ng-TEQ/m3N 以下（乾きガス，O2 12%換算) 

⑥ 一酸化炭素（煙突出口） ：30ppm 以下（O2 12%換算，4 時間平均値) 

100ppm 以下（O2 12%換算，1 時間平均値) 

（2） 小動物焼却施設 

① ダイオキシン類 ：5ng-TEQ/m3N 以下（乾きガス，O2 12%換算) 

 

２） 排水基準値 

完全クローズドシステムとし，無放流とすること。 

但し，排水処理装置出口水は再利用等に支障をきたさないように適切な処理を行い，下

記基準値以下とする。 

 

（1） ｐＨ ：5.8～8.6  

（2） 浮遊性物質 ：10 ppm 以下 

（3） ＢＯＤ ：10 ppm 以下 

（4） ＣＯＤ ：20 ppm 以下 

（5） 蒸発残留物 ：500 ppm 以下＊  

（6） 塩素イオン ：200ppm 以下＊ 

＊各種洗浄水について適用すること。 

 

３） 騒音基準値 

敷地境界線において下記の基準値以下 

 朝夕（午前 6 時～午前 8 時，午後 7 時～午後 10 時） ：65dB 以下 

 昼間（午前 8 時～午後７時） ：70dB 以下 

 夜間（午後 10 時～午前 6 時） ：60dB 以下 

なお，中央制御室・職員控室・会議室・事務室等の騒音は，業務等に差し支えない状態

とすること。  
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４） 振動基準値 

敷地境界線において下記の基準値以下 

 昼間（午前 8 時～午後 7 時） ：65dB 以下 

 夜間（午後 7 時～午前 8 時） ：60dB 以下 

 

５） 悪臭基準値 

（1） 敷地境界の基準 

敷地境界線において下記の基準値以下 

表 １-４ 悪臭の敷地境界における規制基準 

種類 敷地境界規制基準 

アンモニア 1.0 ppm以下 

メチルメルカプタン 0.002 ppm以下 

硫化水素 0.02 ppm以下 

硫化メチル 0.01 ppm以下 

二硫化メチル 0.009 ppm以下 

トリメチルアミン 0.005 ppm以下 

アセトアルデヒド 0.05 ppm以下 

プロピオンアルデヒド 0.05 ppm以下 

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 ppm以下 

イソブチルアルデヒド 0.02 ppm以下 

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 ppm以下 

イソバレルアルデヒド 0.003 ppm以下 

イソブタノール 0.9 ppm以下 

酢酸エチル 3 ppm以下 

メチルイソブチルケトン 1 ppm以下 

トルエン 10 ppm以下 

スチレン 0.4 ppm以下 

キシレン 1 ppm以下 

プロピオン酸 0.03 ppm以下 

ノルマル酪酸 0.001 ppm以下 

ノルマル吉草酸 0.0009 ppm以下 

イソ吉草酸 0.001 ppm以下 

 

６） 主灰，混合灰，飛灰処理物の排出基準 

主灰，混合灰，飛灰処理物について，含水率 30%以下の基準を満たすこと。  
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７． ユーティリティー条件 

鈴鹿市清掃センターにおけるユーティリティー条件は以下のとおりである。 

 

１） 電気 

高圧電力Ｂ 6,600Ｖ，1 回線 

契約電力  1,250ｋＷ 

 

２） 用水 

上水 100φ 

 

３） ガス 

プロパンガス 

 

４） 排水 

（1） プラント排水  

プラント排水処理設備で処理後，再利用。 

 

（2） 生活排水 

プラント排水処理設備で処理後，再利用。 

 

（3） 雨水排水 

調整池へ放流。 

 

５） 電話 

4 回線（外線） 

 

８． 施設の基本性能 

本要求水準書に示す本施設の基本性能とは，公害防止基準（６．参照）を遵守し，安全で安

定的に「第４章 ２．１）処理能力」（270t/日（90t/日×3 炉））に示す処理を可能とする能力で

あり，本業務開始時においては以下の図書において示されるものである。 

また，鈴鹿市清掃センター改修対策工事（以下，｢本工事｣という。）終了後の本施設の基本性

能は，本工事の対象外設備について，以下の図書に示されるものであり，本工事の対象設備に

ついては，対象設備及び施設全体として，「鈴鹿市清掃センター改修対策事業 要求水準書（設

計・建設編）」に示す「正式引渡し」時において確認される施設の性能である。 

事業者は，業務期間中，本施設の基本性能を維持しなければならない。 

 

図書名 

鈴鹿市清掃センター建設工事 竣工図書一式（入札説明書 別紙２ 閲覧用参考資料リスト

参照） 
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９． 処理対象廃棄物 

１） 対象廃棄物の種類 

本施設における処理対象廃棄物を以下に示す。 

 

表 １-５ 処理対象廃棄物 

対象物  

搬入廃棄物 可燃物 

可燃性粗大ごみ 

資源ごみ 

新聞紙 

雑誌 

段ボール 

紙パック 

衣類 

小動物死骸 

搬出物 不燃残渣（焼鉄，大塊物等） 

 廃棄鋼材 

 主灰，飛灰処理物，混合灰 

 不燃物（缶，ビン等） 

 資源ごみ 

 新聞紙 

 雑誌 

 段ボール 

 紙パック 

 衣類 

 小動物の焼却灰等 

 

２） 搬入物の性状 

  本施設へ搬入される可燃物及び可燃性粗大ごみの設計条件を以下に示す。 

表 １-６ 可燃物及び可燃性粗大ごみの設計条件（参考） 

 低質 基準 高質 

水分       （％） 63 50 38 

可燃分     （％） 34 44 53 

灰分       （％） 3 6 9 

低位発熱量    (kJ/kg) 5,500 8,400 10,900 

（kcal/kg） 1,300 2,000 2,600 
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第５節 一般事項 

１． 要求水準書の遵守 

事業者は，本要求水準書に記載される要件について，遵守すること。 

 

 

２． 関係法令等の遵守 

事業者は，業務期間中，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「労働安全衛生法」「鈴鹿市廃

棄物の処理及び清掃に関する条例」等の関係法令等を遵守すること。「表 1-7 関係法令等例示」

に関係法令等の例を示す。 

 

 

３． 生活環境影響調査書の実施及び遵守 

事業者は，業務期間中，市が実施した現況調査結果を用い，生活環境影響調査の予測評価及

び事後調査を実施すること。事業者が作成した「鈴鹿市清掃センター改修対策事業に伴う生活

環境影響調査書」を遵守すること。また，市が実施する調査又は事業者が自ら行う調査により，

環境に影響を与える可能性が見られる場合は，市と協議のうえ，対策を講じること。 

 

 

４． 鈴鹿市一般廃棄物処理実施計画の遵守 

事業者は，業務期間中，市が毎年度定める「鈴鹿市一般廃棄物処理実施計画」を遵守するこ

と。 

 

 

５． 官公署の指導等 

事業者は，業務期間中，官公署の指導等に従うこと。なお，法改正等に伴い施設の改造等が

必要な場合，その費用の負担は契約書に定めるものとする。 

 

 

６． 官公署等申請への協力 

事業者は，市が行う管理運営に係る官公署等への申請等に全面的に協力し，市の指示により

必要な書類・資料等を提出しなければならない。資料の作成・提出に必要な関連費用（官公署

への申請等の書類作成・提出に要する費用，説明等支援に要する費用等）は全て事業者が負担

すること。なお，事業者が行う管理運営に係る申請に関しては，事業者の責任により行うこと。 
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表 １-７ 関係法令等例示 

・都市計画法 

・建築基準法 

・建設業法 

・消防法 

・道路法 

・道路交通法 

・砂防法 

・森林法 

・下水道法 

・水道法 

・環境基本法 

・ダイオキシン類対策特別措置法 

・大気汚染防止法 

・水質汚濁防止法 

・騒音規制法 

・振動規制法 

・悪臭防止法 

・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促

進等に関する法律 

・労働基準法 

・労働安全衛生法 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する

法律 

・航空法 

・電波法 

・有線電気通信法 

・電気事業法 

・電気工事士法 

・電気用品取締法 

・計量法 

・高圧ガス取締法 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

・毒物及び劇物取締法 

・駐車場法 

・工場立地法 

 

・事務所衛生基準規則 

・危険物の規制に関する規則・政令 

・一般高圧ガス保安規則 

・特定化学物質等障害予防規則 

・電気設備に関する技術基準 

・電気工作物の溶接に関する技術基準 

・クレーン等安全規則 

・クレーン構造規格 

・クレーン過負荷防止装置構造規格 

・電気機械器具防爆構造規格 

・溶接技術検定基準(JIS Z 3801) 

・ボイラ及び圧力容器安全規則 

・ボイラ構造規格 

・圧力容器構造規格 

・日本工業規格(JIS) 

・日本農林規格(JAS) 

・電気規格調査会標準規格(JEC) 

・日本電機工業会標準規格(JEM) 

・電線技術委員会標準規格(JCS) 

・日本油圧工業会規格(JOHS) 

・内線規程 

・電気供給規程 

・地方自治法 

・グリーン購入法 

・三重県環境基本条例 

・鈴鹿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

・鈴鹿市廃棄物処理施設条例 

・鈴鹿市しあわせ環境基本条例 

・鈴鹿市下水道条例 

・特定フロンの排出抑制・使用合理化指針 

・ごみ処理施設性能指針 

・その他関係法令，規格，規程，総理府令，通

達及び技術指針等 

 

 

 

 

７． 所轄官庁への報告 

本施設の管理運営に関して，所轄官庁からの報告，記録，資料提供等の要求については，市

の指示に基づき，速やかに対応すること。 
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８． 市への報告・協力 

１） 事業者は，施設の管理運営に関して，市が求める報告，記録，資料等を速やかに提出す

ること。 

２） 事業者は，定期的な報告は「第７章 情報管理業務」に基づくものとし，緊急時・事故

時等は，「第 1 章第 5 節 12.緊急時対応」に基づくこと。 

 

９． 市の検査等への協力 

市が事業者の運転や設備の点検等を含む管理運営全般に対する立入検査を行う時は，事業者

は，その監査，検査に全面的に協力し，要求する資料等を速やかに提出すること。 

 

１０． 実施状況のモニタリング 

１） 市は，事業者より提出される書類を元に，本業務の履行状況についてモニタリングを

実施する。事業者は，市の実施するモニタリングに対して協力すること。 

２） 市の実施するモニタリングに際し，事業者自ら業務のモニタリングを事前に実施する

こと。 

 

１１． 労働安全衛生・作業環境管理 

１） 事業者は，労働安全衛生法等関係法令に基づき，従業者の安全と健康を確保するため

に，本業務に必要な管理者，組織等の安全衛生管理体制を整備すること。 

２） 事業者は，整備した安全衛生管理体制について市に報告すること。安全衛生管理体制

には，ダイオキシン類へのばく露防止上必要な管理者，組織等の体制を含めて報告す

ること。なお，体制を変更した場合は速やかに市に報告すること。 

３） 事業者は，安全衛生管理体制に基づき，職場における労働者の安全と健康を確保する

とともに，快適な職場環境の形成を促進すること。 

４） 事業者は，作業に必要な保護具及び測定器等を整備し，従業者に使用させること。ま

た，保護具及び測定器等は定期的に点検し，安全な状態が保てるようにしておくこと。 

５） 事業者は，「廃棄物ごみ焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」

（基発第 401 号の 2，平成 13 年 4 月 25 日）に基づきダイオキシン類対策委員会を設

置し，委員会において「ダイオキシン類へのばく露防止推進計画」を策定し，遵守する

こと。 

６） 事業者は，「廃棄物ごみ焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」

（基発第 401 号の 2，平成 13 年 4 月 25 日）に基づき，従業者のダイオキシン類ばく

露防止対策措置を行うこと。 

７） 事業者は，本施設における標準的な安全作業の手順（安全作業マニュアル）を定め，そ

の励行に努め，作業行動の安全を図ること。 

８） 安全作業マニュアルは施設の作業状況に応じて随時改善し，その周知徹底を図ること。 

９） 事業者は，日常点検，定期点検等の実施において，労働安全・衛生上，問題がある場合

は，市と協議の上，施設の改善を行うこと。 

１０） 事業者は労働安全衛生法等関係法令に基づき，従業者に対して健康診断を実施し，そ
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の結果及び結果に対する対策について市に報告すること。 

１１） 事業者は，従業者に対して，定期的に安全衛生教育を行うこと。 

１２） 事業者は，安全確保に必要な訓練を定期的に行うこと。訓練の開催ついては，事前に市

に連絡し，市の参加について協議すること。 

１３） 事業者は，場内の整理整頓及び清潔の保持に努め，施設の作業環境を常に良好に保つ

こと。 

 

１２． 緊急時対応 

１） 事業者は，災害（浸水時等），機器の故障，停電等の緊急時においては，人身の安全を

確保するとともに，環境及び施設へ与える影響を最小限に抑えるように施設を安全に

停止させ，二次災害の防止に努めること。 

２） 事業者は，緊急時（ごみピット火災を含む）における人身の安全確保，施設の安全停止，

施設の復旧，市への報告等の手順等を定めた緊急対応マニュアルを作成し，緊急時に

はマニュアルに従った適切な対応を行うこと。なお，事業者は作成した緊急対応マニ

ュアルについて必要に応じて随時改善すること。 

３） 事業者は，台風・大雨等による被害発生時，火災及び事故発生時に備えて，警察，消防，

市等への連絡体制を整備する。なお，体制を変更した場合には，速やかに市に報告する

こと。 

４） 事業者は，緊急対応マニュアルに基づき，防災組織及び連絡体制が適切に機能するよ

うに，定期的に防災訓練等を行うこと。また，訓練の実施については事前に市に連絡

し，実施結果について報告すること。 

５） 緊急時対応した場合には，事業者は直ちに対応状況及び運転記録等を市に報告するこ

と。報告後，速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し，市に提出すること。 

６） 事業者は，災害等発生時に，本業務が早期に復旧できるよう事業継続計画を作成し，市

へ提出すること。 

 

１３． 施設使用者等への安全確保 

事業者は，本施設への搬入者・見学者等の安全を確保する体制を整備し，搬入者・見学

者等の安全を確保すること。 

 

１４． 地元雇用・地元活用 

１） 事業者は，本施設の管理運営にあたっては，本業務契約時前の雇用状況を考慮し，市内

での雇用促進に努めること。 

２） 事業者は，現状の資源ごみ受入選別員を，本業務にて雇用すること。なお，雇用につい

ては，本業務契約時前の条件を継続すること。 

３） 事業者は，本業務の実施に際して，極力，地元事業者の活用に努めること。 
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１５． 障がい者雇用 

事業者は，本施設の管理運営にあたっては，「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき，

障がい者の雇用促進に配慮すること。 

 

 

１６． 災害発生時の協力 

災害その他不測の事態により，計画搬入量を超える多量の廃棄物が発生するなどの状況に対

して，市が他市町と協定している三重県災害等廃棄物処理応援協定書及び鈴鹿市災害廃棄物処

理計画に沿って受入処理または他市町への搬出を実施しようとする場合，事業者はその処理に

協力しなければならない。なお，処理に係る費用については，変動費にて支払うものとする。 

 

 

１７． 市他施設との調整 

事業者は，市が，市他施設と本施設の間で，廃棄物等の搬入・搬出量の調整を行う場合は，

市に協力すること。 

 

 

１８． 業務の引継ぎ 

事業者は，管理運営業務開始までに，本施設の管理運営に関して必要な運転業務の引継ぎを，

市の指示に従い受けたうえで，平成 28 年 10 月末までに業務実施計画書を提出し，市の承諾を

得ること。なお，その引継ぎに係る費用は事業者の負担とする。 

 

 

１９． 個人情報の保護 

１） 事業者は，個人情報の保護に関する法律及び関係法令及び鈴鹿市個人情報保護条例を

遵守し，本事業によって知り得た場合は，個人情報を適切に管理すること。 

２） 事業者は，個人情報の管理にあたり，個人情報マニュアルを作成し，市の承諾を得るこ

と。 
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２０． 作成書類・提出書類 

事業者は，本業務の実施に際し，必要な事項を記載した業務実施計画書を管理運営業務開始

前（平成 28 年 10 月末まで）に市に提出し承諾を得ること。 

業務実施計画書には，事業者の業務実施方針，目的及び各業務内容等を必ず記載すること。 

なお，計画書を変更する場合には，平成 28 年 12 月末までに提出し，市の承諾を得ること。

また，管理運営業務開始後，業務実施計画書を変更する場合は，市と協議し，速やかに提出

すること。 

 

表 １-８ 業務実施計画書の構成（参考） 

①受付管理業務実施計画書 

②運転管理業務実施計画書 

 ・業務実施体制表 

・月間運転計画，年間運転計画 

 ・運転管理マニュアル 

 ・運転管理記録様式 

・日報・月報・年報様式  等を含む 

③維持管理業務実施計画書 

 ・業務実施体制表 

 ・調達計画 

 ・点検・検査計画 

 ・補修・更新計画     等を含む 

④環境管理業務実施計画書 

 ・環境保全基準 

 ・環境保全計画 

 ・作業環境基準 

 ・作業環境保全計画    等を含む 

⑤情報管理業務実施計画書 

 ・各種報告書様式 

・各種報告書提出要領   等を含む 

⑥関連業務実施計画書 

 ・清掃要領・体制 

 ・防火管理要領・体制 

 ・施設警備防犯要領・体制 

 ・見学者対応要領・体制 

 ・住民対応要領・体制   等を含む 

⑦その他 

 ・緊急対応マニュアル 

 ・事業継続計画 

・安全管理衛生体制 

・安全作業マニュアル   等を含む 
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第６節 業務条件 

１． 管理運営業務 

本業務は，次に基づいて行うものとする。 

① 鈴鹿市清掃センター改修対策事業 特定事業契約書 

② 鈴鹿市清掃センター改修対策事業 要求水準書（設計・建設編） 

③ 鈴鹿市清掃センター改修対策事業 要求水準書（管理運営編） 

④ 鈴鹿市清掃センター改修対策事業 提案書 

⑤ その他市の指示するもの 

 

 

２． 精密機能検査 

事業者は，本施設の設計建設期間中については，「鈴鹿市清掃センター精密機能検査報告書 

平成 26 年 3 月」を踏まえ，本施設の基本性能（第４節 ８．参照）が発揮されるよう，本業

務を行うこと。 

業務期間中の最初の精密機能検査は，設計建設期間終了後の初年度に第三者機関にて実施す

ること。なお，詳細な検査実施項目については，市と事前に協議するものとする。 

 

 

３． 提案書の変更 

業務期間中に本要求水準書に適合しない箇所が発見された場合には，事業者の責任において

本要求水準書を満足させるよう，提案書の変更を行うものとする。 

 

 

４． 要求水準書の記載事項 

１） 記載事項の補足等 

本要求水準の記載事項については，本要求水準書を上回って実施することを妨げるもの

でく，明記されていない事項であっても，施設を管理運営するために当然必要と思われる

ものについては，全て事業者の責任において補足・完備させなければならない。 

 

２） 参考図等の取扱い 

本要求水準書の図・表等で「（参考）」と記載されたものは，一例を示すものである。 

事業者は「（参考）」と記載されたものについて，施設を管理運営するために当然必要と

思われるものについては，全て事業者の責任において補足・完備させなければならない。 

 

５． 契約金額の変更 

「３．提案書の変更」又は，「４．要求水準書の記載事項」の場合，契約金額の増額等の手続

きは行わない。 
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６． 業務期間終了時の引渡し条件 

事業者は業務期間終了時において，以下の条件を満たし，本施設を引き渡すこと。 

 

１） 業務期間終了時のごみピット，灰ピット，主灰ピット，処理水槽等の残留物は全て処理

すること。 

２） 各種薬品が本施設内に残存しないようにすること。 

３） 引渡し条件の詳細については，業務期間終了 5 年前より，市と協議すること。 

 

 

７． 貸与物及び市職員使用範囲 

１） 事業者は，市の所有する物品等を適切に管理することを前提に，無償にて使用するこ

とができる。なお，貸与物品等が破損等した場合については，事業者の責任で修理・処

分等を行うこと。 

２） 事業者は，本事業期間中，市が別紙 4 に示す会議室，控室及び書庫について，継続使

用する為，使用できない。なお，3 階会議室については，事務室，会議室，倉庫として

使用できるよう改修すること。その費用については，事業者負担とする。 

３） 事業者は，市職員が使用する駐車場を整備すること。その費用については，事業者負担

とする。 
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第２章 管理運営体制 

１． 業務実施体制 

１） 事業者は，本業務の実施にあたり，受付管理業務，運転管理業務，維持管理業務，環境

管理業務，情報管理業務，関連業務の各業務に適切な業務実施体制を整備すること。 

２） 事業者は，整備した業務実施体制について市に報告すること。なお，体制を変更した場

合は速やかに市に報告すること。 

 

 

２． 有資格者の配置 

１） 事業者は，本業務の現場総括責任者として，廃棄物処理施設技術管理者の資格要件を

有する者で，一般廃棄物を対象とした全連続運転式焼却施設で，かつ，ボイラータービ

ン式の発電設備を有する施設の現場総括責任者として 1 年以上の経験を有する者を配

置すること。なお，事業開始後 2 年以上継続して配置すること。 

２） 事業者は，電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者を配置すること。なお，

配置される電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者は，電気事業法第 43 条

第 1 項及び「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）（平成 26 年 3 月 3１日改正）」に

基づき選任されるものとする。 

３） 事業者は，本業務を行うにあたり，その他必要な有資格者を配置すること。なお，関係

法令，所轄官庁の指導等を遵守する範囲内において，有資格者の兼任は可能とする。 

 

表 ２-１ 管理運営必要資格（参考） 

資格の種類 主な業務内容 

廃棄物処理施設技術管理者 維持管理に関する技術上の管理者 

安全管理者 

 

安全に係る技術的事項の管理 

（常時 50 人以上の労働者を使用する事業場） 

衛生管理者 

 

衛生に係る技術的事項の管理 

（常時 50 人以上の労働者を使用する事業場） 

酸素欠乏危険作業主任者 酸欠危険場所で作業する場合，作業員の酸素欠乏症を防止する 

防火管理者 施設の防火に関する管理者 

危険物保安監督者・危険物取扱者 危険物取扱作業に関する保安・監督 

第 1 種圧力容器取扱作業主任者 第 1・2 種圧力容器の取扱作業 

5t クレーン技能講習 クレーンの運転 

電気主任技術者 電気工作物の工事維持及び運用に関する保安の監督 

ボイラー・タービン主任技術者 ボイラー・タービンの工事維持及び運用に関する保安の監督 

特定化学物質等作業主任者  

※業務内容については，関係法令を遵守すること。 

※その他運営を行うにあたり必要な資格がある場合は，その有資格者を置くこと。 
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３． 連絡体制 

事業者は，平常時及び緊急時の市等への連絡体制を整備すること。なお，体制を変更した場

合は速やかに市に報告すること。 

 



 

３-１ 

第３章 受付管理業務 

１． 受付管理業務 

事業者は，本要求水準書，提案書等を遵守し，適切な受付管理業務を行うこと。 

 

 

２． 受付管理 

１） 事業者は，廃棄物を搬入・搬出する車両を計量棟において記録・確認し，管理を行わな

ければならない。 

２） 事業者は，直接搬入ごみを搬入しようとするものに対して，市が定める受入基準（別紙

2 参照）を満たしていることを確認すること。直接搬入ごみが受入基準を満たしてい

ない場合は，受け入れてはならない。受入基準は，原則として毎年度，市が定めるもの

とする。 

３） 事業者は，小動物死骸を搬入・搬出する車両を計量棟において記録・確認し，管理を行

わなければならない。 

 

３． 計量 

事業者は，市の指示する搬入・搬出車両を計量棟において計量し，その記録を管理しなけれ

ばならない。 

 

 

４． 案内・指示 

事業者は，直接搬入ごみの搬入車両に対し，ごみの降ろし場所について，案内・指示しなけ

ればならない。案内・指示にあたっては，丁寧かつ分かり易く行わなければならない。 

 

 

５． 使用料の徴収 

１） 事業者は，市の条例に基づき，本施設に直接搬入ごみを搬入しようとするものから，市

に代わり，使用料を徴収しなければならない。なお，徴収方法は市が定める方法で行う

こと。 

２） 事業者は，徴収した使用料を，契約書に定める方法によって，市へ納付すること。 

 

 

６． 受付時間 

１） 市の条例に基づく受付時間において，計量棟にて受付業務を行うこと。 

２） 日曜日，年末年始，平日夜間等，前項の受付時間外についても，市が事前に指示する場

合は，受付業務を行うこと。 
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第４章 運転管理業務 

１． 本施設の運転管理業務 

事業者は，精密機能検査（第１章 第６節 ２．参照）を踏まえ，本施設の各設備を適切に

運転し，本施設の基本性能（第１章 第４節 ８．参照）を発揮し，搬入される廃棄物を，関係

法令，公害防止基準等を遵守し適切に処理するとともに，運転管理業務を行うこと。 

 

 

２． 運転条件 

事業者は，以下に示す運転条件に基づき，鈴鹿市清掃センター（以下，「清掃センター」とい

う。）を適切に運転管理すること。 

 

１） 処理能力 

清掃センターの処理対象廃棄物（第１章 第４節 ９．参照）に対し，270t/日（90t/日 

×3 炉）の処理を可能とすること。 

 

２） 計画処理量 

低質及び高質の処理対象廃棄物（第１章 第４節 ９．参照）において，年間 72,576t

以上の処理を可能とすること。 

 

３） 年間運転日数 

清掃センターの年間運転日数は以下の条件を満たすものとすること。 

（1） 搬入される廃棄物を適正かつ効率的に処理すること。 

（2） 各年度に市が示す計画処理量を安全かつ安定的に滞りなく処理すること。 

 

４） 運転時間 

清掃センターの運転時間は，24 時間／日とする。 

 

５） 施設動線 

事業者は，通常時，繁忙時，緊急時を想定した動線計画を市と協議のうえ，作成し，

実施すること。なお，変更が生じた場合，市の承諾を得ること。 

 

６） 計画ごみ質 

（1） ごみの種類 

「１） 対象廃棄物の種類」参照 

（2） 可燃物の設計条件 

「第１章 第４節 ９．２） 搬入物の性状」参照 
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７） 公害防止基準 

「第１章 第４節 ６．公害防止基準」参照 

 

８） ユーティリティー条件 

「第１章 第４節 ７．ユーティリティー条件」参照 

 

９） 車両等の仕様 

（1） 市他施設への搬出車両については，車高 3m 以下（パッカー車は不可）等，施設への

搬入に支障のない車両を選定すること。 

（2） 副資材等の搬入車両については，清掃センターの管理運営に支障のない車両を選定す

ること。 

 

 

３． 搬入物の性状分析 

１） 事業者は，工場棟に搬入された廃棄物の性状ついて，その分析項目，方法，頻度は，「昭

和 52 年 11 月 4 日環整第 95 号」による「一般廃棄物処理事業に対する指導を伴う留

意事項」を満たすこと。 

２） 事業者は，再生可能エネルギー固定価格買取り制度申請に伴う分析項目・方法・頻度を

満たすこと。 

 

 

４． 搬入管理 

１） 事業者は，安全に搬入が行われるように，清掃センター内及び施設周辺において，必要

に応じて人員を配置する等，搬入車両を適切に案内・指示すること。案内・指示にあた

っては，丁寧かつ分かり易く行うこと。 

２） 事業者は，市が行っている受入禁止物の混入防止の為の周知・啓発に協力すること。 

３） 事業者は，清掃センターに搬入される廃棄物について，プラットホーム及びごみピッ

トにおいて，受入禁止物の発見に努めること。 

４） 事業者は，直接搬入ごみに含まれる受入禁止物の確認をプラットホーム内にて実施し，

その混入を防止すること。特に，段ボール箱等に入れられたものについては，その中身

を十分に確認すること。 

５） 事業者は，搬入廃棄物の中から受入禁止物を発見した場合，その受入禁止物を返還し，

処分方法を案内すること。 

６） 事業者は，市が収集する可燃性粗大ごみ及び直接搬入された可燃物・可燃性粗大ごみ

等に対し，受入禁止物の確認・分別に努めること。 

７） 事業者は，市が収集する可燃物の中から受入禁止物を発見した場合，市に報告し，市の

指示に従うこと。 

８） 事業者は，市が行うプラットホーム内での搬入検査に対して協力すること。 

９） 事業者は，直接搬入ごみの荷降ろし時に適切な指示及び補助を行うこと。 

１０） 事業者は，搬入された小動物死骸を市の指示する方法にて，適切に冷凍保管すること。 
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１１） 事業者は，搬入された新聞紙，雑誌，段ボール，紙パック，衣類について，適切に受入

を行うこと。なお，その保管方法については，市の指示に従うこと。 

１２） 事業者は，本施設内において，事故等が発生しないように，適切な安全管理を行うこと 

 

 

５． 適正処理 

１） 事業者は，搬入された廃棄物を，関係法令，公害防止基準等を遵守し，適切に処理を行

うこと。特にダイオキシン類の排出抑制に努めた処理を行うこと。なお，当該廃棄物の

処理に係る費用は，全て事業者が負担し，当該廃棄物を本施設で再度処理する場合で

あっても，市は一切の費用を負担しないことに留意すること。 

２） 事業者は，本施設より排出される主灰，混合灰，飛灰処理物等が関係法令，公害防止基

準を満たすように適切に処理すること。主灰，混合灰，飛灰処理物等が上記の関係法

令，公害防止基準を満たさない場合，事業者は上記の関係法令，公害防止基準を満たす

よう必要な処理を行うこと。 

３） 事業者は，ごみピット等で火災等を発生させないように適切に管理を行うこと。火災

等が発生した場合，緊急対応マニュアルに従い適切に対応するとともに，再発防止策

を計画し，市の承諾を得ること。 

 

６． 適正運転 

事業者は，清掃センターの運転が，関係法令，公害防止基準条件等を満たしていることを自

らが行う検査によって確認し，その結果を市に報告すること。 

 

 

７． 灰搬出車両への積込み 

事業者は，清掃センターから搬出される主灰，混合灰，飛灰処理物等を灰処理施設へ搬出す

る車両への積込作業を行うこと。 

 

 

８． 灰処理施設以外への運搬 

事業者は，清掃センターから排出される主灰，混合灰，飛灰処理物等のうち，灰処理施設へ

の搬入が不可能な廃棄物については，市が指定する場所へ運搬を行うこと。なお，運搬に際し

ては，廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し，事業者自ら運搬を行うこと。 

 

 

９． 有効利用施設への運搬等 

事業者は，清掃センターから排出される不燃残渣（焼鉄，大塊物等），廃棄鋼材について，市

が契約する有効利用施設へ運搬し引き渡しを行うこと。  
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１０． 工場棟への運搬・処理 

事業者は，資源ごみ回収所から可燃残渣（紙くず等）が排出された場合，工場棟へ運搬し，

処理を行うこと。なお，運搬時に，可燃残渣（紙くず等）を落下・飛散させないこと。 

 

 

１１． リサイクルセンターへの運搬 

事業者は，清掃センターから排出される不燃物（缶，ビン等）を，鈴鹿市不燃物リサイクル

センターへ運搬すること。なお，運搬時に，不燃物（缶，ビン等）を落下・飛散させないこと。 

 

 

１２． 搬出物の性状分析 

１） 事業者は，本施設より搬出する主灰，混合灰，飛灰処理物等の量について計量・管理を

行うこと。 

２） 事業者は，本施設より搬出する主灰，混合灰，飛灰処理物等の性状について定期的に分

析・管理を行うこと。 

 

 

１３． 小動物死骸の焼却・運搬及び灰の運搬 

１） 事業者は，小動物死骸を市内で市が指定する場所へ運搬すること。 

２） 事業者は，小動物死骸を落下や飛散がないように運搬すること。 

３） 事業者は，小動物死骸を適切に焼却すること。 

４） 事業者は，小動物焼却施設から排出される灰等について，落下や飛散がないように本

市が指定する場所へ運搬すること。なお，運搬に際しては，廃棄物の処理及び清掃に関

する法律を遵守し，事業者自ら運搬を行うこと。 

 

 

１４． 運転計画の作成 

１） 事業者は，本施設の年度別の計画処理量に基づく施設の点検，補修等を考慮した年間

運転計画を毎年度作成し，市の承諾を得ること。 

２） 事業者は，年間運転計画に基づき，月間運転計画を作成し，実施すること。 

３） 事業者は，年間運転計画及び月間運転計画に変更が生じた場合，市と協議の上，計画

の変更を行うこと。 

４） 事業者は，定期点検，定期補修を行う場合，2 炉運転を原則とし，全炉停止期間を可能

な限り短くするように計画すること。 
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１５． 運転管理マニュアルの作成 

１） 事業者は，本施設の運転操作に関して，運転管理上の目安としての管理値を設定する

とともに，操作手順，方法について取扱説明書に基づいて基準化した運転管理マニュ

アルを作成し，マニュアルに基づいた運転を実施すること。 

２） 事業者は，策定した運転管理マニュアルについて，施設の運転にあわせて随時改善す

ること。なお，運転管理マニュアルを変更する場合は，市の承諾を得ること。 

 

 

１６． 運転管理記録の作成 

事業者は，以下の内容を含んだ運転日誌，日報，月報，年報等を作成しなければならない。

なお，記録の内容については，市の指示に従うこと。 

 

① 運転データ 

② 用役データ 

③ 保守点検・検査，補修・整備内容等 

 

 

１７． 売電の事務手続き及び発電条件 

１） 事業者は，売電に係る事務手続きに協力しなけばならない。なお，売電収益は市に帰属

するものとする。 

２） 事業者は，本施設を安全・安定的に運転することを前提に，温室効果ガス排出量を極力

削減するよう本施設のエネルギー使用量の削減を図るとともに，本施設の基本性能を

発揮し，発電量を可能な限り確保すること。 

３） 事業者は，年間売電計画書を毎年作成しなければならない。計画書については，市の承

諾を得ること。 
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第５章 維持管理業務 

１． 維持管理業務 

事業者は，精密機能検査（第１章 第６節 ２．参照）を踏まえ，本施設の基本性能（第１章 

第４節 ８．参照）を発揮し，搬入される廃棄物を，関係法令，公害防止基準等を遵守した適

切な処理が可能となるよう，本施設の維持管理業務を行うこと。 

 

 

２． 施設の機能維持 

事業者は本施設の基本性能（第１章 第４節 ８．参照）を業務期間にわたり維持すること。 

 

 

３． 点検・検査計画の作成 

１） 事業者は，点検及び検査を，本施設の運転に極力影響を与えず効率的に実施しできる

ように点検・検査計画を策定すること。 

２） 事業者は，本施設の点検・検査計画について，日常点検，定期点検，法定点検・検査（表 

５-１ 法定点検項目（参考）），自主検査等の内容（機器の項目，頻度等）を記載した

点検・検査計画書（毎年度のもの，業務期間を通じたもの）を作成し市の承諾を得るこ

と。 

３） 事業者は，すべての点検・検査について，本施設の基本性能の維持及び運転の効率性を

考慮し計画すること。原則として，同時に休止を必要とする機器の点検及び予備品，消

耗品の交換作業は同時に行うこと。 

４） 事業者は，機器別の管理方法を明記した機器別管理基準を作成し，市の承諾を得たう

えで，当該基準に従って管理すること。また，内容は必要に応じて更新し，変更が生じ

た場合には，速やかに市に報告すること。 
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表 ５-１ 法定点検項目（参考） 

設備名 法律名 備考 

ボイラ 電気事業法 

 第 55 条 定期事業者検査 

 

1 月 1 回 

 第 55 条 定期安全管理審査 1 年を経過した日以降

1 年を超えない時期 

タービン 電気事業法 

 第 55 条 定期事業者検査 

 

1 月 1 回 

 第 55 条 定期安全管理審査 3 年を経過した日以降

1 年を超えない時期 

クレーン 

ごみクレーン ２基 

灰クレーン  １基 

ホイスト式 

クレーン   １基 

労働安全衛生法 

 クレーン安全規則 

  第 34 条 定期自主検査(荷重試験等) 

 

 

1 年 1 回 

  第 35 条 定期自主検査(ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ等) 1 月 1 回 

  第 36 条 作業開始の点検 1 日 1 回 

  第 38 条 自主検査の記録  3 年間保存 

第 40 条 性能検査 2 年に 1 回 

第 1 種圧力容器 

 給湯温水発生器 

 暖房温水発生器 

労働安全衛生法 

ボイラー及び圧力容器安全規則 

     第 67 条 定期自主検査 

 

 

1 月 1 回 

第 73 条 性能検査 1 年 1 回 

第 2 種圧力容器 労働安全衛生法 

 ボイラー及び圧力容器安全規則 

     第 88 条 定期自主検査 

 

 

1 年 1 回 

計量機(ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ) 

 30t × 2 基 

計量法 

  第 139 条 定期検査 

 

2 年毎 

消防用設備 消防法  第 17 条 3 の 3 点検及び報告 

   施行規則 第 31 条の 4 点検の内容及び方法 

報告は 3 年に 1 回 

無線設備 電波法  第 13 条 

   無線局免許手続規制 第 17 条(再免許申請) 

 

5 年に 1 回 

電力取引計器 

(売電用) 

計量法  第 72 条 検定証の有効期間 

   計量法施行令 第 18 条 特定計量機別表第 3 

 

7 年間 

電気設備 電気事業法 第 106 条 

電気関係報告規則  

第 2 条 自家用発電所半期報告 

 

1 年に 2 回(4，10 月) 

 

電気関係報告規則 第 3 条 事故報告 発生時(速報及び詳細) 

施行規則     第 51 条第 2 項 保安規定変更届 

           

適宜 

 

施行規則     第 55 条 主任技術者選任，解任 適宜 

酸素欠乏危険場所 労働安全衛生法 

   酸素欠乏症等防止規則 第 3 条 

 

作業開始前 

貯水槽 水道法 

施行規則 23 条 水槽の清掃 

 

1 年に 1 回 

施行規則 24 条 検査 1 年に 1 回 

地下タンク 消防法 

   第 14 条の 3  法定点検 

 

3 年に 1 回 

浄化槽 

 

浄化槽法 

 第 8 条  保守点検 

 

1 年に 1 回 



 

５-３ 

設備名 法律名 備考 

 

 

 第 10 条 浄化槽管理者の義務 

  

 

第 11 条 定期検査 1 年に 1 回 

一般廃棄物処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

 第 8 条の 3(施設の維持管理) 

  省令第 4 条の 5(施設の技術上の基準) 

   燃焼温度 800℃以上，集じん器入口 200℃以下 

   熱灼減量 10%以下，CO 濃度 100ppm 以下 

   排ガス中のダイオキシン類濃度測定 

 

 

 

 

 

1 年 1 回 

 

   ばい煙測定 2 月 1 回 

     厚生省通知(環整第 95) ごみ質 1 年 4 回 

熱灼減量 1 月 1 回 

 第 8 条の 4(記録及び閲覧) 

  維持管理記録作成 

1 月 1 回 

 

 施行規則第 5 条 

精密機能検査 

3 年 1 回 

 

 施行令 第 4 条の 2(埋立処分に関する基準) 

     環境大臣が定める方法 飛灰中の重金属 

1 年 4 回 

 

大気汚染防止法 

  施行規則第 15 条 

   ばい煙測定(ばいじん，塩化水素，窒素酸化物，

硫黄酸化物) 

2 月 1 回 

 

 

 

ダイオキシン類対策特別措置法 

 第２８条１，２ 排ガス，排出水の測定義務 

（排ガス，排出水，ばいじん，主灰，飛灰処理物） 

 

1 年 1 回 

 

 

 

労働安全衛生規則 

 第 592 条の 2(作業環境ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類) 

    定期的に空気中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度測定 

 

1 年 2 回 

 

 

 

建築基準法 

第 12 条第 2 項，第 4 項 定期点検 

 

 

 

3 年 1 回 

1 年 1 回（建築設備） 

ガス濃度計 計量法 

 第 16 条 

   四成分分析濃度計(CO，O2，SO2，NO2) 

 

 

8 年 1 回 

薬品貯留設備 水質汚濁防止法 

 第 14 条 

 環境省令で定めるところにより定期に点検し，そ

の結果を記録し，これを保存する 

 

 

適切な頻度 

  



 

５-４ 

４． 点検・検査の実施 

１） 事業者は，点検・検査計画に基づいて，点検・検査を実施すること。 

２） 事業者は，日常点検で異常が発生した場合や事故が発生した場合等は，臨時点検を実

施すること。 

３） 事業者は，本施設の点検・検査に係る記録を適切に管理し，法令等で定められた年数又

は市の定める年数を保管すること。 

４） 事業者は，本施設の点検・検査結果報告書を作成し，市に報告すること。 

 

 

５． 補修計画の作成 

１） 事業者は，業務期間を通じた本施設の補修計画を作成し，市に提出すること。作成した

補修計画について，市の承諾を得ること。 

２） 事業者は，業務期間を通じた本施設の補修計画について，点検・検査結果に基づき毎年

度更新し，市に提出すること。更新した補修計画については，市の承諾を得ること 

３） 事業者は，本施設の点検・検査結果に基づき，設備・機器の耐久度と消耗状況を把握し，

各年度の補修計画を作成し，市に提出すること。作成した各年度の補修計画は市の承

諾を得ること。 

４） 点検・検査結果に基づき，設備の基本性能を維持するための部分取替，調整等を，事業

者が計画すべき補修の範囲とする。 

 

 

６． 補修の実施 

１） 事業者は点検・検査結果に基づき，本施設の基本性能を維持するために，補修を行うこ

と。 

２） 事業者は，補修に際し，補修工事施工計画書を市に提出し，承諾を得ること。 

３） 事業者は，各設備・機器の補修に係る記録を適切に管理し，法令等で定められた年数又

は市の定める年数を保管すること。 

４） 事業者が行うべき補修の範囲は「表 ５-２ 補修の範囲（参考）」のとおりである。 

５） 点検・検査結果より，設備の基本性能を維持するための部分取替，調整 

６） 設備が故障した場合の修理，調整 

７） 再発防止のための修理，調整 
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表 ５-２ 補修の範囲（参考） 

作業区分 概  要 作業内容（例） 

補
修
工
事 

予
防
保
全 

定期点検整備 

定期的に点検検査又は部分取替を行

い，突発故障を未然に防止する。（原則

として固定資産の増加を伴わない程

度のものをいう）。 

・部分的な分解点検検査 

・給油 

・調整 

・部分取替 

・精度検査 等 

更正修理 

設備性能の劣化を回復させる。（原則

として設備全体を分解して行う大が

かりな修理をいう。） 

設備の分解→各部点検→

部品の修正又は取替→組

付→調整→精度チェック 

予防修理 

異常の初期段階に，不具合箇所を早急

に処理する。 

日常保全及びパトロール

点検で発見した不具合箇

所の修理 

事
後
保
全 

緊急事故保全 

（突発修理） 

設備が故障して停止したとき，又は性

能が著しく劣化した時に早急に復元

する。 

突発的に起きた故障の復

元と再発防止のための修

理 

通常事後保全 

（事後修理） 

経済的側面を考慮して，予知できる故

障を発生後に早急に復元する。 

故障の修理，調整 

※表中の業務は，プラント設備，土木・建築設備のいずれにも該当する。 

 

 

７． 施設の保全 

事業者は，本施設の照明・採光設備，給配水衛生設備，空調設備，緑地等の管理・点検を定期

的に行い，適切な修理交換等を行うこと。特に，見学者等第三者が立ち入る箇所については，

適切に管理，点検，修理，交換等を行うこと。 

 

 

８． 機器更新 

１） 事業者は，業務期間内における本施設の基本性能を維持するために，機器の耐用年数

を考慮した業務期間に渡る更新計画を作成し，市の承諾を得ること。承諾を得た更新

計画については，長寿命化計画へ反映すること。 

２） 事業者は，業務期間中に市が最新の更新計画の作成を求める場合は，最新の更新計画

を作成し，市の承諾を得ること。承諾を得た更新計画については，長寿命化計画へ反映

すること。 

３） 事業者は，更新計画の対象となる機器について，更新計画を踏まえ，機器の耐久度・消

耗状況により，事業者の費用と責任において，機器の更新を行うこと。ただし，法令改

正，不可抗力によるものは事業者による，機器更新の対象から除くものとする。 
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９． 長寿命化計画の作成及び実施 

１） 事業者は，ストックマネジメントの観点から，「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手

引き（ごみ焼却施設編）」（平成 22 年 3 月 環境省大臣官房 廃棄物・リサイクル対策

部 廃棄物対策課）等に基づき，本施設の長寿命化計画を作成すること。 

２） 事業者は，点検・検査，補修，更新，精密機能検査等の結果に基づき，毎年度，長寿命

化計画を更新し，その都度，市の承諾を得ること。 

３） 事業者は，作成した長寿命化計画に基づき，本施設の基本性能を維持するために必要

な点検・検査，補修・更新，精密機能検査等を実施すること。 

 

 

１０． 改良保全 

１） 事業者は，改良保全を行う場合は，改良保全に関する計画を提案し，市と協議するこ

と。 

２） 提案内容に関しては，財産処分を含め，市において判断・了承する。 

３） 改良保全や新技術の採用により得失が生じる場合，費用は両者で調整する。 

 

 

１１． 備品（機器の予備品及び消耗品以外）・什器・物品・用役の調達 

事業者は，備品・什器・物品・用役の調達計画を作成し，市に提出すること。 

 

 

１２． 備品（機器の予備品及び消耗品以外）・什器・物品・用役の管理 

１） 事業者は，調達計画に基づき調達した備品・什器・物品・用役を常に安全に保管し，必

要の際には支障なく使用できるように適切に管理すること。 

２） 事業者は，市からの貸与物については，適切に管理すること。 

３） 事業者は,本施設内の水道，電気等の用役について，すべてを負担すること。 

 

 

１３． 機器の予備品及び消耗品等の調達 

１） 事業者は，機器の予備品及び消耗品等の調達計画を作成し，市に提出すること。 

２） 機器の予備品については，必要な保守，整備がされていても，破損，損傷，摩耗する確

率が高い部品，破損・損傷・摩耗により，施設の運転継続に重大な支障をきたす部品，

市販されておらず納入に時間のかかる部品，機器の消耗品であっても予備として置い

ておくことが望ましい部品等とすること。 

３） 機器の消耗品は，運転により確実に損耗し，1 年以内に消耗するであろう部品，開放点

検時に取り替えの必要な部品等とすること。 
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１４． 機器の予備品及び消耗品等の管理 

事業者は，調達計画に基づき調達した機器の予備品及び消耗品等を常に安全に保管し，必要

の際には支障なく使用できるように適切に管理すること。 
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第６章 環境管理業務 

１． 環境管理業務 

事業者は，精密機能検査（第１章 第６節 ２．参照）を踏まえ，本施設の基本性能（第１章 

第４節 ８．参照）を発揮し，関係法令，公害防止基準等を遵守した適切な環境管理業務を行

うこと。なお，市が地元団体と結ぶ公害防止協定書を十分理解し，市に協力すること。 

 

 

２． 環境保全基準 

１） 事業者は，関係法令，公害防止基準等を遵守した環境保全基準を作成し，市の承諾を得

ること。 

２） 事業者は，本施設の管理運営にあたり，環境保全基準を遵守すること。 

３） 法改正等により環境保全基準を変更する場合は，市と協議すること。 

 

 

３． 環境保全計画 

１） 事業者は，業務期間中，本施設の環境保全基準の遵守状況を確認するために必要な測

定項目・方法・頻度・時期等を定めた環境保全計画を作成し，市の承諾を得ること。な

お，頻度等については，現行（別紙 5）以上とすること。 

事業者は，環境保全計画に基づき，環境保全基準の遵守状況を確認し，市に報告するこ

と。 

 

 

４． 作業環境保全基準 

１） 事業者は，本施設のダイオキシン類対策特別措置法，労働安全衛生法等を遵守した作

業環境保全基準を定めること。 

２） 事業者は，本施設の管理運営にあたり，作業環境保全基準を遵守すること。 

３） 法改正等により作業環境保全基準を変更する場合は，市と協議すること。 

 

 

５． 作業環境保全計画 

１） 事業者は，業務期間中， 本施設の作業環境保全基準の遵守状況を確認するために必要

な測定項目・方法・頻度・時期等を定めた作業環境保全計画を作成し，市の承諾を得る

こと。 

２） 事業者は，作業環境保全計画に基づき，作業環境保全基準の遵守状況を確認し，市に報

告するこ。 
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第７章 情報管理業務 

１． 情報管理業務 

事業者は，本要求水準書，関係法令等を遵守し，適切な情報管理業務を行うこと。 

 

 

２． 運転管理記録報告 

１） 事業者は，廃棄物搬入量，廃棄物搬出量，副資材搬入量，運転データ，用役データ，運

転日誌，日報，月報，年報等を記載した運転管理に関する報告書を作成し，市に提出す

ること。 

２） 報告書の提出頻度・時期・詳細項目（電子データの種類・引渡し方法を含む。）は，市

と協議のうえ，決定すること。 

３） 運転記録に関するデータを法令等で定める年数又は市との協議による年数保管するこ

と。 

４） その他，住民からの苦情，事故等の市が報告を求める事項について，速やかに報告する

こと。 

 

 

３． 点検・検査報告 

１） 事業者は，点検・検査計画を記載した点検・検査計画書，点検・検査結果を記載した点

検・検査結果報告書を作成し，市に提出すること。 

２） 計画書，報告書の提出頻度・時期・詳細項目（電子データの種類・引渡し方法を含む。）

は市と協議の上，決定すること。 

３） 事業者は，点検・検査に関するデータを，法令等で定める年数又は市の定める年数を保

管すること。 

 

 

４． 補修・更新報告 

１） 事業者は，補修計画を記載した補修計画書，補修結果を記載した補修結果報告書を作

成し，市に提出すること。 

２） 事業者は，更新計画を記載した更新計画書，更新結果を記載した更新結果報告書を作

成し，市に提出すること。 

３） 計画書，報告書の提出頻度・時期・詳細項目（電子データの種類・引渡し方法を含む。）

は市と協議の上，決定すること。 

４） 事業者は，補修・更新に関するデータを，法令等で定める年数又は市の定める年数を保

管すること。 
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５． 環境保全報告 

１） 事業者は，環境保全計画に基づき計測した環境保全状況を記載した環境保全報告書を

作成し市に提出すること。 

２） 報告書の提出頻度・時期・詳細項目（電子データの種類・引渡し方法を含む。）は市と

協議の上，決定すること。 

３） 事業者は，環境保全に関するデータを，法令等で定める年数又は市の定める年数を保

管すること。 

 

 

６． 作業環境保全報告 

１） 事業者は，作業環境保全計画に基づき計測した作業環境保全状況を記載した作業環境

保全報告書を作成し，市に提出すること。 

２） 報告書の提出頻度・時期・詳細項目（電子データの種類・引渡し方法を含む。）は市と

協議の上，決定すること。 

３） 事業者は，作業環境管理に関するデータを，法令等で定める年数又は市の定める年数

を保管すること。 

 

 

７． 調達結果報告 

１） 事業者は，備品（機器の予備品及び消耗品を含む）・什器・物品・用役等の調達結果を

記載した調達報告書を作成し，市に提出すること。 

２） 報告書の提出頻度・時期・詳細項目（電子データの種類・引渡し方法を含む。）は市と

協議の上，決定すること。 

３） 事業者は，調達に関するデータを，法令等で定める年数又は市の定める年数を保管す

ること。 

 

 

８． 施設情報管理 

１） 事業者は，本施設に関する各種マニュアル，図面等を業務期間にわたり適切に管理す

ること。 

２） 事業者は，補修，機器更新，改良保全等により，本業務の対象施設に変更が生じた場合，

各種マニュアル，図面等を速やかに変更すること。 

３） 本業務の対象施設に関する各種マニュアル，図面等の管理方法については，市と協議

の上決定すること。 
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９． 一般廃棄物処理施設の維持管理の記録に関する報告 

１） 事業者は，廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 9 条の 3 第 6 項に基づく一般廃棄物

処理施設の維持管理の記録について，市が公表できるように，本施設に関する維持管

理の記録を報告すること。 

２） 報告内容及び頻度については，市の指示に従うこと。 

 

 

１０． その他管理記録報告 

１） 事業者は，本施設の設備により管理記録可能な項目，又は事業者が自主的に管理記録

する項目のうち，市が要望する管理記録について，管理記録報告を作成し，提出するこ

と。 

２） 提出頻度・時期・詳細項目については，市と協議のうえ，決定すること。 

３） 事業者は，市が要望する管理記録を，法令等で定める年数又は市の定める年数を保管

すること。 
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第８章 関連業務 

１． 関連業務 

事業者は，本要求水準書，関係法令等を遵守し，適切な関連業務を行うこと。 

 

 

２． 清掃 

１） 事業者は，本施設内の清掃計画を作成し，市の承諾を得ること。 

２） 事業者は，施設内を常に清掃し，清潔に保つこと。特に見学者等第三者の立ち入る場所

について，常に清潔な環境を維持すること。 

３） 事業者は，清掃センター敷地内法面の除草を年 3 回以上行い，調整池の底泥について，

年 1 回以上，清掃を行うこと。 

４） 事業者は，小動物焼却施設の敷地内の除草等を年 2 回以上行うこと 

 

 

３． 防火・防災管理 

１） 事業者は，消防法等関係法令に基づき，対象施設の防火・防災上必要な管理者，組織等

の防火管理体制を整備し，市の承諾を得て，届出を行うこと。なお，体制を変更した場

合は，速やかに市に報告すること。 

２） 事業者は，日常点検，定期点検等の実施において，防火・防災管理上，問題がある場合

は，市と協議のうえ，施設の改善を行うこと。 

３） 事業者は，特にごみピット等については，入念な防火管理を行うこと。 

４） 事業者は，定期的に消防訓練，避難訓練等を行うこと。 

 

 

４． 施設警備・防犯 

１） 事業者は，本施設内の施設警備防犯体制を整備すること。 

２） 事業者は，整備した施設警備防犯体制について市に報告すること。なお，体制を変更し

た場合は，速やかに市に報告すること。 

３） 事業者は，本施設内の警備を実施し，第三者の安全を確保すること。 

 

 

５． 見学者対応 

１） 事業者は，見学者の受付を行い，施設の稼動状況及び環境保全状況等の説明を行い，見

学者の理解を得るように努めること。なお，行政視察等については，市へ協力を行うこ

と。 

２） 事業者は，設計建設期間中に見学者説明要領書を作成し，設計建設期間終了までに市

の承諾を得ること。なお，清掃センターの見学者対応に必要なパンフレット・設備等
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については，市と協議のうえ，設計建設期間終了後，速やかに完成させ，市に提出す

ること。 

 

表 ８-１ 見学者設備（参考） 

 

 

 

  

設備名 仕様 数量 

プラズマテレビ 50インチ 1台 

動画式説明版 2500×2300×500 1枚 

模型 焼却施設全景 1/100 1台 

模型 焼却炉断面 1/20 1台 

液晶プロジェクター 電動昇降式 1台 

ＤＶＤプレーヤー  1台 

ワイヤレスマイク  アンプ付き 2本 

イス   120脚 

テーブル  ３人掛用 40台 

演台  木製 1台 
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６．  住民対応 

１） 事業者は，常に適切な管理運営を行うことにより，周辺住民の信頼と理解，協力を得る

こと。 

２） 事業者は，本施設の管理運営に関して，住民等から意見等があった場合，適切に対応

し，市に報告すること。 

３） 事業者は，本施設の管理運営に関する住民対応について，市と緊密な連絡体制を構築

するとともに，住民に対して誠意をもって対応すること。 

４） 事業者は，市が地元団体と結ぶ覚書，公害防止協定書等を十分理解し，市に協力するこ

と。なお，緊急時における地元団体との連絡体制を整備すること。 

５） 市において，罹災ごみ，災害ごみ等が発生した場合，住民へのごみ分別方法の周知活動

に対し，事業者は，市へ協力を行うこと。 

 

 

７． 車両案内 

事業者は，搬入車両の渋滞時等に安全に搬入が行われるように，必要に応じて人員を配置す

る等，施設敷地周辺においても，適切に搬入車両を案内・指示すること。なお，周辺道路の交

通規制等を行う場合は，事業者が，警察等関係機関へ届出を行うこと。 

 

 

８． 地元貢献 

事業者は，清掃センター周辺の環境に配慮し，年 1 回以上の清掃活動等を行うこと。 
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別紙１ 管理運営業務範囲 

 
工場棟 計量棟

資源ごみ
回収所

洗車場 倉庫・油庫 調整池等

1 受付管理業務 ○ ○

2 運転管理業務

1） 施設の運転 ○ ○

2） 搬入物の性状分析 ○

3） 搬入管理 ○ ○ ○

4） 灰処理施設への搬出 ○ ○

5） 灰処理施設以外への搬出 ○ ○

6） 搬出物の性状分析 ○ ○

7) 運転計画の作成 ○ ○ ○ ○ ○

8） 運転管理マニュアルの作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9） 運転管理記録の作成 ○ ○ ○ ○ ○

10) 売電事務手続き及び売電条件 ○

3 維持管理業務

1） 点検・検査計画の作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2） 点検・検査の実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3） 補修計画の作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4） 補修の実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5） 施設の保全 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6） 機器更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7） 長寿命化計画の作成及び実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8） 改良保全 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9）
備品（機器の予備品及び消耗品以
外）・什器・物品・用役の調達計画

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10）
備品（機器の予備品及び消耗品以
外）・什器・物品・用役の管理

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11） 機器の予備品及び消耗品等の調達 ○ ○

12） 機器の予備品及び消耗品等の管理 ○ ○

4 環境管理業務

1） 環境保全基準の設定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2） 環境保全計画の策定・実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3） 作業環境保全基準の設定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4） 作業環境保全計画の策定・実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 情報管理業務

1） 運転管理記録報告 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2） 点検・検査報告 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3） 補修・更新報告 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4） 環境保全報告 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5） 作業環境保全報告 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6） 調達結果報告 ○ ○ ○ ○

7） 施設情報管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8） 一般廃棄物処理施設の維持管理の記録に関する報告 ○ ○ ○ ○ ○ ○

9） その他管理記録報告 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 関連業務

1） 清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2） 防火・防災管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3） 施設警備・防犯 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4） 見学者対応

5） 住民対応

6） 車両案内

7） 地元貢献

管理運営業務範囲

○

○

○

○

鈴鹿市清掃センター
小動物焼却施設
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別紙 2 

平成 27 年度の清掃センターの受入基準（参考） 

 

別図 1 に示す受入禁止物（市で処理できないごみ）を受け入れてはならない。 
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別図 1 受入基準 
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別紙 3 清掃センターへの搬入廃棄物設定量及び小動物焼却施設設定稼動想定日数（参考） 

 

①清掃センターへの月別搬入廃棄物設定量（参考） 

設計建設期間のうち，平成 29～32 年度の月別搬入廃棄物設定量を以下に示す。 

29 年度 
月   4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

搬入量 t 4,744 5,337 5,337 5,337 5,337 5,337 5,337 4,744 4,744 4,743 3,557 4,743 59,297 

                

30 年度 
月   4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

搬入量 t 4,729 5,320 5,320 5,321 5,321 5,321 5,321 4,729 4,729 4,729 3,547 4,729 59,116 

                

31 年度 
月   4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

搬入量 t 4,729 5,320 5,320 5,321 5,321 5,321 5,321 4,729 4,729 4,729 3,547 4,729 59,116 

 

32 年度 
月   4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

搬入量 t 4,729 5,320 5,320 5,321 5,321 5,321 5,321 4,729 4,729 4,729 3,547 4,729 59,116 

 

 

②設計建設期間後の清掃センターへの搬入廃棄物設定量（参考） 

 年間 59,116 ｔ（平成 33 年度から平成 45 年度） 

 

③小動物の想定焼却件数（参考） 

 年間 2,184 件（平成 29 年度から平成 45 年度） 

 

④小動物焼却施設稼動想定日数（参考） 

年間 約 250 日（平成 29 年度から平成 45 年度）



 

別紙４-１ 

別紙 4－１ 鈴鹿市清掃センター１階における市職員使用範囲 

  



 

別紙４-２ 

別紙 4－２ 鈴鹿市清掃センター２階における市職員使用範囲 

   



 

別紙４-３ 

別紙 4－３ 鈴鹿市清掃センター３階における市職員使用範囲 



 

別紙５-１ 

別紙 5 現行の頻度（参考） 

 

 設置届に記載の測定頻度 

 

項   目 頻度等 

排ガスの性状の測定頻度に関する事項 

ばいじん量 常時連続測定 かつ 6ヶ月に 1回以上 

環境計量証明事業所にて測定 

硫黄酸化物 常時連続測定 かつ 6ヶ月に 1回以上 

環境計量証明事業所にて測定 

塩 化 水 素 常時連続測定 かつ 6ヶ月に 1回以上 

環境計量証明事業所にて測定 

窒素酸化物 常時連続測定 かつ 6ヶ月に 1回以上 

環境計量証明事業所にて測定 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 年 1回以上環境測量証明事業所にて測定 

その他関係法令の基準値 その他関係法令に準じる 

 

 


